
消費者被害発見時のフローチャート 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本人も 

家族も 

相談できない 

本人が自分で被害に気づくように情報提供 

  ※本人の意思を尊重する  

気付き 

本人（見守り対象者）の

様子の変化 

地域の見守り活動団体 

本人に事実を確認 

消費生活相談を勧める 

相談することを望む 相談することを望まない 

家族や関連機関などで
の見守り 

地域包括支援センター等

の相談機関に連絡して、福

祉サービスの利用や見守

り体制を検討する 

認知症等
により支
援が必要
な場合 

本人が 

相談 

家族が 

相談 

見守り活動
団体が相談 

シグナル 

連携 

地域住民など 

 別 紙 


